
2024年12月以降、従来の保険証は発行できなくなります

現行の保険証は新規発行はされなくなり、マイナンバーカードへ移行となります。

（再発行を含む全ての発行が廃止）

現行の保険証

現在お持ちの保険証は2025年3月31日までご使用いただけますが、2025年4月までに

マイナンバーカードへの移行をお願いします。
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2024年12月以降の医療機関等へのかかり方

➀「マイナンバーカード」

原則、医療機関等にはマイナンバーカードをご提示いただくようになります。

12月以降の新規加入者についてはマイナンバーカードをお持ちで保険証利用登録を行っている

方には、保険証の記号・番号をお知らせする「資格情報のお知らせ」を発行します。

マイナポータルでも資格情報を確認することができます。

②「資格確認書」

マイナンバーカードによる受診ができない状況にある方には「資格確認書」を発行します。

「資格確認書」を医療機関等の窓口に提示することで、保険診療を受けることができます。

【資格確認書の発行の対象となる方】

・マイナンバーカードを取得していない方

・マイナンバーカードを保有しているが、保険証利用登録を行っていない方

・マイナ保険証の利用登録解除を申請した方、利用登録解除者

・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れ(カード本体の有効期限切れを含む)の方

・マイナンバーカードを返納された方

・マイナンバーカードを紛失した方、更新中の方

・マイナ保険証での受診が困難で第三者（介助者など）のサポートが必要な方

原則

マイナ保険証が
利用できない方
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（※申請必要）



【マイナ保険証で保険診療を受けるとき】医療機関等を受診する際の流れ
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【2024年12月以降の取り扱い】「資格取得届」等お手続きの流れ

大王健保

協会けんぽの資料より

大王健保
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【 2024年12月以降の取り扱い】発行済みの保険証の取り扱い

協会けんぽの資料より
（一部改変）

現在お持ちの保険証は、退職等で資格喪失にならない限り、

有効期限の2025年3月31日まで使用できます。

2025年3月31日

大王製紙健康保険組合

有効期限の2025年3月31日到来後は、自己破棄を行ってください。回収・返却の必要はありません。

※「資格情報のお知らせ」の回収は不要です
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自己破棄可



限度額適用認定証 健保への申請不要
医療機関ではマイナンバーカードを使用

健保への申請必要
ハガキサイズの紙の証を交付

限度額適用・標準負担
額減額認定証

健保への申請必要
医療機関ではマイナンバーカードを使用

健保への申請必要
ハガキサイズの紙の証を交付

特定疾病療養受療証 健保への申請必要
医療機関ではマイナンバーカードを使用

健保への申請必要
ハガキサイズの紙の証を交付

高齢受給者証 健保への申請不要
医療機関ではマイナンバーカードを使用

健保への申請不要
カードの証を交付

[2024年12月以降の取り扱い] その他証の発行対応について
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「マイナンバーカード」
利用の方

「資格確認書」
利用の方

健康保険資格確認書


